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滋賀県後期高齢者医療広域連合の
保健事業への取り組み

後期高齢者医療制度開始早期より「シームレスな保健事

業」、すなわち後期高齢者になって保険者が変わっても、

前期高齢者と同じような保健事業が受けられことを目指し

てきた。

後期高齢者に対して効果的な保健事業を模索してきた。





ハイリスクアプローチ

生活習慣病重症化予防
低栄養、口腔機能改善
健康状態不明者
・・

ポピュレーションアプローチ

フレイル対策



糖尿病性腎症重症化予防事業

•後期高齢者では医療につなぐことが基本となる。

•併存疾患等個人差が大きく、目標に関しても個
人差が大きいことに注意が必要である。

•基本的には以下の4つに分けて考える

•治療中断者以外は健診で抽出することが多い。

1）未治療者

2）治療中断者

3）治療中者

4）前期高齢からの継続事業



治療中者

• 現状、滋賀県では基本的に健診の対象外のため、どのような
状態か不明。今後、健診の対象者の変化により対象となる可
能性あり。

• 他県では内科受診中であれば保健事業の対象外にするように
要請する医師会もある。

• 医療機関からの依頼としての事業は可能？

• 個人情報の観点からは対象者がかかりつけ医と相談し、かか
りつけ医から保健事業参加の許諾を得るのが良いが・・・



医師から相談のあったものへの介入

T市

令和3年 79歳、89歳それぞれ1名

令和4年 76歳 1名

全て介入後は継続受診あり



未治療者

• 現状において、糖尿病以外の生活習慣病で医療機関受診中であれば、健
診の対象外のため保健事業対象にはしにくい。

• 前期高齢までは、健診結果でHbA1ｃ値 6.5％以上で糖尿病の可能性あ
りと判断し医療につなぐ。後期高齢者では 7.0％以上とすることが多い。

• HbA1ｃと腎機能(eGFR等）の組み合わせで保健事業対象者の選択も可能。

• 医師会との相談で 8.0％以上 になることもある。（一般的には認知症
等の患者の基準値ではあるが・・）

• 治療につながって継続受診となるとＫＤＢで確認できる。（滋賀県の現
状では継続受診後は基本的に健診対象外）

• 医療につないでも後期高齢者では治療の対象でないこともある。



令和3年 令和4年

OH市
空腹時血糖126mg/dl以
上またはＨｂＡ１ｃ
6.5％以上の者

空腹時血糖126mg/dl以
上またはＨｂＡ１ｃ
6.5％以上の者

T市

平成30年度～令和3年
度健診でHbA1cが7.0以
上の者（要介護認定者、
がん治療者を除く）
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年齢別対象者数

T市R3 OH市R3 OH市R4



糖尿病で定
期受診あり

糖尿病疑い
病名あり

他の生活習
慣病で定期
受診あり

対象者数

令和3
年

OH市 12 4 3（2） 22

T市 2 0 2 3

合計 14 4 5 25

令和4
年

OH市 16 1 2 24

保健事業の結果
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年齢別結果（令和4年度末年齢）

糖尿病に関して不明 糖尿病定期受診有 糖尿病疑い病名あり



治療中断者

• ある期間以上（6ヶ月、1年以上）糖尿病の治療（投薬）が
ないとすることが多い。糖尿病の病名で抽出しても良いが、
KDBでは術後の一時的な高血糖状態の治療のため糖尿病の病
名があるものも含まれてしまう。

除外条件として次のような項目を考慮する方がいいと考え
られる。

• 認知症、精神病、がん等の病名が加わった。

• 同一医療機関に継続受診中。（糖尿病という病名は継続し
て記載されている場合も消去されている場合もある）



令和3年 令和4年

K市

76~78歳の治療中断者（平成28年度～
令和元年度に糖尿病治療歴があり、令
和２年度に糖尿病治療歴がない者）
（精神疾患・認知症患者を除く）

R市

平成29～令和元年度に糖尿病治療歴が
あり、令和２年度１年間に糖尿病で医
療機関受診歴のない者（かつ健診未受
診者の者）（要介護認定を受け、介護
サービスを利用している者、総合事
業・日常生活支援事業を利用している
者、がん治療中・認知症が確認でき
た）

T市

令和元年度以降に糖尿病の診断名があ
るが、令和３年１月以降に受診歴がな
い者（要介護認定者、がん治療者を除
く）

令和２年度以降に糖尿病の
診断名があるが、令和４年
１月以降に受診歴がない者
（要介護認定者、がん治療
者を除く）



糖尿病で定
期受診あり

糖尿病疑い
病名あり

他の生活習
慣病で定期
受診あり

対象者数

令和3年

K市 8 1 1 22

R市 3 0 0 5

T市 1 1 7(1) 15

合計 12 2 8 42

令和4年 T市 1 2 0 6
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年齢別結果（令和4年度末年齢）

不明（糖尿病に関して） 糖尿病定期受診有 糖尿病疑い病名あり



前期高齢からの継続事業

• 前期高齢者、特に74歳で健診結果が糖尿病疑いのもの

• 後期高齢者になると治療基準が前期高齢者と変化する。
そのため、医師会等と十分に打ち合わせておかないと
不信感を抱かせることにもなる。



糖尿病で定
期受診あり

糖尿病疑い
病名あり

他の生活習
慣病で定期
受診あり

対象者数

令和3年

KN市 1 0 0 1

HO市 61 3 7(2)
73

(死亡 1）

合計 62 3 7 74

令和4年

Y市 3 0 0 4

HO市 32 1 3 38

合計 35 1 3 42



糖尿病性腎症重症化予防対策①

• 後期高齢者に対しては医療につなぐことが基本である
ので医療機関や医師会等と十分な打ち合わせが必要で
ある。

治療中者

• 現状では治療中者の保健事業はできない状況である。

• 今後、健診対象者が変わることにより対象になる。

• かかりつけ医との十分な調整が必要。



糖尿病性腎症重症化予防対策②

未治療者

◼医療機関との抽出条件の調整が必要であり、受診後の
治療方針を確認した方が良い。（翌年、再び対象とな
る場合も考慮して）

◼抽出条件を考える際には腎機能（CrあるいはeGFR）や
年齢も考慮すべき。



糖尿病性腎症重症化予防対策③

治療中断者

◆中断か中止かがKDBでは不明である事に注意。

◆抽出条件として病名よりは投薬の有無を用いた方が現
実的。

◆除外条件の考慮が必要。（認知症等）



糖尿病性腎症重症化予防対策④

前期からの継続

対象者の受け入れは良いようであり、治療継続が望め
る。

後期高齢になると治療対象の検査値等の変化があるた
め、医療機関と打ち合わせの上、紹介する必要性があ
る。



高齢者の保健事業と介護予防の
一体的実施

健診で抽出する事が多いため、その受診率向上は

必要である。

平均余命を考えると長期目標は3～5年程度と考

えられる。

後期高齢者では医療もQOLを考えて行われるため、

保健事業もその点を考慮すべきである。




